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日高町農業委員会総会議事録 

開催日時 令和５年４月２７日（木） 午後１時３０分（開会）午後２時００分（閉会） 

  

開催場所 門別公民館 ２階 第二研修室 

  

出席委員 会長 １番 伊藤幸寛 ２番 髙橋良尚 

  ３番 本間充 ５番 中山記朗 

  ６番 長田保雄 ７番 和田修一 

  ８番 中野将大 １０番 吉田雅利 

  １１番 森永直幸 １２番 福本秀雄 

  １３番 髙橋司 １４番 庄野宏志 

  １５番 海馬澤功 １６番 姉川規晃（会長職務代理者） 

  

事務局職員 事務局長 伊藤博教 

 主事 奥野柊哉 

 支局長 小野寺孝（日高支局） 

 主幹 佐藤陸洋（日高支局） 

 主幹 福士康宏（日高支局） 

   

参与者 産業課長 小野俊勝 

  

 

議事日程 

1. 議事録署名委員の指名について 

2. 諸般報告 

3. 報告第１号 新規就農の届出について 

4. 報告第２号 農地所有適格法人の変更について 

5. 議案第１号 農地法第１８条の規定による合意解約の成立状況の確認について 

6. 議案第２号 現況証明願いについて 

7. 議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

8. 議案第４号 農業経営基盤強化促進法第 18条の規定による農用地利用集積計画の決定につ

いて 

9. 議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請について 

10. 議案第６号 農地利用最適化の推進の状況その他事務の実施状況（案）について 
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会議の概要 

事務局 

ただ今より第２５回日高町農業委員会総会を開会いたします。 

本日８番中野委員、１３番髙橋司委員、１４番庄野委員より欠席の通告がありました。 

出席委員は、１１名で定足数に達しており、総会が成立していることを報告いたします。 

開会にあたり、伊藤会長よりご挨拶申し上げます。 

会長 

はい 改めましてこんにちは 

本日は、大変素晴らしい天気の中ですね、会議があるとこういう天気がよくなるということ

で、大変皆様方には申し訳なく思っておりますけれども、遠いとこからそれぞれ足を運ん

でいただきまして本当にありがとうございます。ついこないだは日高の方では、雪が、積

雪があったというぐらい天気がやっぱり荒れている状況であります。 

桜も咲き始めたんでありますけれども、中々低気圧の通過が早すぎて中々温まる日が

無かった訳でありますけども、連休もあまり良くないという話でありますけども、本日は 10

度以上も天候 13 度以上だったかな、そんな感じで暖かい状況の中でありますけれども

それぞれ皆様方には大変お忙しい中本日も総会にご出席頂きましてありがたく感謝を

申し上げたいというように思うところでございます。 

冒頭、局長の方からお話ございましたように本日 4 月からそれぞれ新しい課長局長奥

野君を迎えてですね、新しいスタッフの中でここ 1 年向こう 1 年皆様方と共に活動して

いきたいとそのように思っているところでございます。課長は、あまり農業関係は詳しくな

いという話でありますけども、もうそんなこといってる場合では無いと農業情勢は非常に

厳しいという状況でありまして本日も産業の場合は、再生協議会の管理会ということで、

途中で抜けられるということもありますので皆様にもその辺をご了承頂ければというように

思ってございます。非常に大変な時期でありますのでなんとか再生協議の会の方もで

すね、国の方向に従いながら善処していく事になろうかと思うところでありますけれども、

まだ相当先の先というか目先がはっきりしていませんので国の方からそれぞれまた新た

な情報が流れてくるものとそのように思ってございますので、またひとつよろしくお願いし

たいなとそのように思っているところでございます。コロナの関係につきましても、皆さん

ご案内の通り来月 8 日という話でありましたけれども、ここ２・３日のニュースなんかでは、

この連休の頭を前倒しでやるという話、今日が最終的な判断をするという話でありますけ

れども、どちらにいたしましても、このコロナにつきましても 3 年の経過を踏んで 4 年目

は通常の対処に戻すということのようでありますので、我々もそれに準じながら色々これ

からも活動については、進めて参りたいとそのように思ってございますのでよろしくお願

いしたいなと思ってございます。コロナの関係につきましても感染症のレベルとしては、

レベル５に落とすと、いうことでインフルエンザと同じということになっているようであります

けれども、コロナにつきましては特殊なウィルスでありますので中々撲滅ということにはな

らないということでありますし、皆さんのご案内の通りここ半月ぐらい少しずつ増えてい

る。開放してから増えるのは当たり前でありますけれども、そういう状況になってきており

ます。とりにもかくにもそれぞれ自分で自分の命を守るということが最低限のあれかなと

いう風に思ってございます。それぞれの状況によりまして我々もそれに属しながらやって

いきたいなとそのように思ってございますので、またご協力の方もよろしくお願いしたいと

そのように思うところであります。 

本日の案件につきましては、そんなに多くはございません。貴重な時間でありますの

で、出来るだけ短時間にて終了させて頂ければなとそのように思っているところでござい
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ます。 

本日の総会は、報告 2件議案 6件ということになっておりますが、最後の方は若干事務

局の方から補足説明があるかと思いますけれども、それらに準じながら農業委員会とし

て向こう 1年、どのような活動をしていくかということになるかと思いますので、その辺でも

し皆様の方から貴重なご意見があればお申し出頂きながらそれに属して今年 1 年皆さ

んと共に農業委員会としての活動を進めて参りたいということをお願い申し上げながら、

甚だ簡単でありますけれども冒頭のご挨拶に代えさせて頂きます。本日も早速よろしく

お願いします。 

事務局 
 日高町農業委員会会議規則第６条の規定により、総会の議長は会長が務めることとな

っておりますので、以後の進行は、伊藤会長にお願いいたします。 

議長 

それでは、議事日程第１ 議事録署名委員の指名について、日高町農業委員会 会議

規則第１６条によりまして、本総会の議事録署名委員に、 １５ 番 海馬沢 委員、 １６ 

番 姉川 委員を指名させていただきます。なお、会議書記には、事務局の 伊藤事務

局長 を指名させていただきます。 

次に、議事日程第２ 諸般の報告について、事務局より報告をお願いします。 

事務局 ＜諸般報告 配布資料の朗読・説明＞ 

議長 ただ今、報告がありましたが、何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 
なければ報告済みとさせていただきます。次に、議事日程第３ 報告第１号について、

議題とさせていただきます。事務局より説明をお願い致します。 

事務局 

１ページをお開き願います。報告第１号 「新規就農の届出について」 

新規就農の届出がありましたので報告致します。次のページをお開き願います。 

 ＜議案書の朗読・説明＞ 

議長 ただ今、 事務局から説明がありました。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 

なければ報告済みとさせていただきます。 

次に、議事日程第４ 報告第２号について、議題とさせていただきます。事務局より説明

をお願い致します。 

事務局 

３ページをお開き願います。報告第２号 「農地所有適格法人の変更について」 

農地所有適格法人の変更届の提出がありましたので報告致します。次のページをお開

き願います。 ＜議案書の朗読・説明＞ 

議長 ただ今、 事務局から説明がありました。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 

なければ報告済みとさせていただきます。 

次に、議事日程第５ 議案第１号について、議題とさせていただきます。事務局より説明

をお願い致します。 

事務局 

５ページをお開き願います。議案第１号 「農地法第１８条第６項の規定に係る合意解約

通知の成立状況の確認について」農地法第 18 条６項の規定に基づき合意解約がされ

ており賃貸借の解約が成立していると考えられますので、審議願います。 

次のページをお開き願います。 ＜議案書の朗読・説明＞※2件続けて 

議長 ただ今、 事務局から説明がありました。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ、議案第 1号 NO.１及び NO.2について決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 

それでは、議案第１号 NO.１及び NO.2について決定とさせていただきます。 

次に、議事日程第６ 議案第２号について、議題とさせていただきます。 

事務局より説明をお願い致します。 

事務局 

７ページをお開き願います。議案第２号 「現況証明願いについて」現況証明願いの申

請がありましたので、その適否について審議願います。 

 ＜議案書の朗読・説明＞※2件続けて 

議長 

ただ今、事務局から説明をいただきました。申請のあった案件は２件であります。 

それでは､まず、ＮＯ.１ について審議させて頂きます。地区委員から補足説明がありま

したらお願いします。 
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補足説明   ３番   本間 委員  

地区委員 

＜ 補足説明  本間 委員 ＞ 

場所については、１９ページになります。 

４月２０日に中野委員、吉田委員、私と事務局で現地を確認しております。 

現地は、住宅のすぐ目の前の砂利の敷地であり、農地採草放牧地以外として確認して

きましたので、よろしくお願いします。 

議長 ただ今、地区委員 から説明をいただきました。 何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ、議案第 2号 NO.1について決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 

それでは、議案第２号 NO.１は決定とさせていただきます。 

 

次に、ＮＯ.２について審議させていただきます。地区委員から補足説明がありましたら

お願いします。 

補足説明   １５番   海馬澤 委員  

地区委員 

＜ 補足説明  海馬澤委員 ＞ 

場所については、２０ページになります。 

４月２０日に中山委員、長田委員、私と事務局で現地を確認しております。 

現地は、牧柵の外側で、雑木が生えている状態であり農地採草放牧地以外として確認

してきましたので、よろしくお願いします。 

議長 
ただ今、NO.2 について 海馬澤 委員 から説明をいただきました。 何かご質問ござ

いませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ、議案第 2号 NO.2について決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 

それでは、議案第２号 NO.２は決定とさせていただきます。 

 

次に、議事日程第７ 議案第３号について、議題とさせていただきます。 

事務局より説明をお願い致します。 

事務局 

９ページをお開き願います。議案第３号 「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」農地法第 3条の規定による許可申請書の提出がありましたので審議願います。 

次のページをお開き願います。 ＜議案書の朗読・説明 ＞ 

なお、本件は、別添調査書 1ページに記載されておりますとおり、農地法第 3条第 2項

各号には該当しないため許可要件のすべてを満たすと考えます。以上です。 

議長 

ただ今、事務局から説明をいただきました。本件は､売買による所有権の移転でありま

す。 

それでは、これよりＮＯ.1 について審議させていただきます。地区委員から補足説明が

ありましたらお願い致します。 

補足説明 ５番  本間 委員 

地区委員 

＜ 補足説明  本間 委員＞ 

場所については、２２ページになります。 

４月２０日に中野委員、吉田委員、私と事務局で現地を確認しております。 

現地は、しっかりと管理されており、特に問題はないと思われますのでよろしくお願いし

ます。 

議長 ただ今、 本間 委員 から説明をいただきました。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 

それでは、議案第 3号ＮＯ.１については決定とさせていただきます。 

 

次に、日程第８ 議案第４号について、議題とさせていただきます。事務局より説明をお

願い致します。 

事務局 
１１ページをお開き願います。議案第４号 「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定

による農用地利用集積計画の決定について」 
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農業経営基盤強化促進法第 18 条の規定により日高町長から決定を求められた農用地

利用集積計画について議決を求めます。 

次のページをお開き願います。＜ 議案書の朗読・説明 ＞ 

なお、以上の計画の内容は、別添調査書 2 ページから 4 ページの農業経営基盤強化

促進法第 18 条調査書に記載されておりますとおり、経営面積、従事日数など、農業経

営基盤強化促進法第 18条第 3項の各要件を満たすと考えております。以上です。 

議長 

ただ今、事務局から説明をいただきました。本件は、売買による所有権の移転の 3 件で

あります。 

 

はじめに、No.1について、審議をさせていただきます。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 

それでは、議案第 4号 NO.1については決定とさせていただきます。  

 

つぎに、No.２について、審議をさせていただきます。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 

それでは、議案第 4号 NO.2については決定とさせていただきます。   

 

次に NO.3について、審議させていただきます。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 

それでは、議案第４号 NO.3については決定とさせていただきます。 

 

次に、日程第 9 議案第 5号について、議題とさせていただきます。 

事務局より説明お願いします。 

事務局 

15 ページをお開き願います。議案第 5 号 「農地法第 5 条の規定による許可申請につ

いて」 

農地法第 5条の規定による許可申請書の提出がありましたので審議願います。 

次のページをお開き願います。＜ 議案書の朗読・説明 ＞ 

なお、本件は、別添調査書 5ページから 7ページに記載されておりますとおり、 

農地法第 5条第 2項各号には該当しないため許可要件を満たすと考えます。 

以上です。 

議長 

ただ今、事務局から説明いただきました。 

 

それでは、これより NO.1について審議させていただきます。 

地区委員から補足説明がありましたらお願い致します。 

補足説明 １６番  姉川 委員 

地区委員 

＜ 補足説明  姉川 委員 ＞ 

場所については、２１ページになります。 

 今回、経営規模を拡大するのに厩舎を建設したいとのことで特に問題はないかと思わ

れますので、よろしくお願いします。 

議長 ただ今、 姉川 委員 から説明をいただきました。何かご質問ございませんか。 

 （｢ありません｣の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 (「はい」の声) 

議長 

それでは、議案第 5号 NO.1は決定とさせていただきます。 

次に議事日程第 10 議案第 6号について、議題とさせていただきます。 

事務局より説明をお願いします。 

事務局 
17 ページをお開き願います。議案第 6 号「令和 5 年度農業委員会の最適化の推進の

状況その他の事務の実施状況の公表(案)について」審議願います。 
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別紙でお配りしております(案)についてご説明いたします。(別紙の読み上げ・説明) 

議長 ただ今、事務局から説明がありました。何かご質問ございませんか。 

 （｢ありません｣の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 (「はい」の声) 

議長 

それでは、議案第 6号は決定とさせていただきます。 

以上で本日の議案は終了いたしました。本日の総会を閉じさせていただきます。ご苦労

様でした。 

なお、事務局より連絡事項があります。 

事務局 

来月の予定ですが、まず、利用集積計画会議ですが申請がある予定ですので、5月 23

日(火)に予定します。 

担当委員におかれましては後日お知らせしますのでご出席お願いします。 

総会につきましては、５月３０日（火）を予定します。場所は議員控室の予定です。 

 

ここで皆さんにご相談ですが、 

人事異動で 4 月から事務局職員が変わり、また、コロナの影響でしばらく親睦を深める

機会がありませんでしたので、5 月の総会後に「事務局職員送迎会 兼 親睦会」を開

催したらいかがと思うのですがどうでしょうか。 

(やることになったら) 

それでは、場所は事務局にお任せいただいて（「はるめ」を考えていますが）、 

時間ですが、総会の開始時間を 4 時からにして、親睦会は 5 時半から開始にしたいと

思いますがどうでしょうか。 

(時間については意見があればその場で再考する) 

それでは、総会は 時から開催、親睦会は 時から開始、場所は  を予定します。 

なお、最終的な出席人数を把握したいので、 

出席が難しい委員におかれましては、5 月 24 日(水)まで、事務局へ欠席の連絡をお願

い致します。事務局からは以上です。 

 

上記、会議次第は、書記の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するためここに

署名する。 

令和５年４月２７日 

日高町農業委員会会長  

１５番  

１６番  

 


